
引上げ分の地方消費税収について 

 

滑 川 市 

 

 

 消費税率（国・地方）については、平成 26年４月１日に５％から８％に引き上げられま

した。消費税率引上げの趣旨は、今後も増加が見込まれる「社会保障４経費」（年金、医療、

介護、少子化）の財源確保にあることから、引き上げ分の地方消費税収は、全て社会保障

施策に要する経費に充てることとなります。 

 

 

（平成 26年度決算分） 

【歳 入】 

○ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）   ６，４３９万円 

              （平成 26年度予算額 ４，５００万円） 

 

【歳 出】 

○ 社会保障４経費その他社会保障施策に要した経費 (単位:万円) 

区 分 
(上段)予算現額 財源内訳 

(下段)決算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 

社会福祉 
32億 9,630万円 17 億   30万円 1 億 3,560万円 4 億 3,789万円 10億 2,251万円 

25億 8,139万円 14億 4,396万円 0 円 2 億 2,494万円 9 億 1,249万円 

社会保険 
8 億 9,726万円 1 億 2,633万円 0 円 0 円 7 億 7,093万円 

8 億 6,065万円 1 億 2,528万円 0 円 0 円 7 億 3,537万円 

保健衛生 
2 億 8,601万円 551万円 0 円 1,362 万円 2 億 6,688万円 

2 億 6,545万円 535万円 0 円 1,202 万円 2 億 4,808万円 

合 計 
44億 7,957万円 18億 3,214万円 1 億 3,560万円 4 億 5,151万円 20億 6,032万円 

37 億  749万円 15億 7,459万円 0 円 2 億 3,696万円 18億 9,594万円 

 

 

 
【用語の説明】 

○ 社会福祉…障がい者、高齢者、乳幼児・児童などの福祉に係る事業費 

○ 社会保険…各種保険事業に係る特別会計（国保・介護・後期）への繰出金 

○ 保健衛生…母子保健、予防接種などに係る事業費 


